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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前輪が操舵される車両の挙動を制御する車両用挙動制御装置において、
　ステアリングホイールの回転を前輪に伝達する操舵装置であって、この操舵装置は、上
記ステアリングホイールが連結され、その回転を伝達するためのステアリングホイール側
機構と、ねじり剛性が相対的に低い低剛性部を介して上記ステアリングホイール側機構に
連結されるか、或いは上記ステアリングホイール側機構と機械的に分離された、上記ステ
アリングホイールの回転に応じて前輪を転舵するための車輪側機構と、を備える上記操舵
装置と、
　上記操舵装置における操舵速度が０より大きい所定の閾値以上になったとき、操舵速度
に応じて車両の駆動力を低減させる駆動力低減制御を実行する駆動力低減手段と、を有し
、
　上記操舵装置は、上記ステアリングホイール側機構に設けられ、上記ステアリングホイ
ールの回転に対応する操舵角を検出する第１舵角センサと、上記車輪側機構に設けられ、
前輪の転舵に対応する操舵角を検出する第２舵角センサと、を備え、
　上記駆動力低減手段は、
　上記第１舵角センサの出力と上記第２舵角センサの出力とから操舵速度を算出し、この
操舵速度に基づき上記駆動力低減制御を実行し、
　上記車両において生じた操舵が、ドライバが意思をもって行ったステアリング操作に対
応する操舵であるか、或いは外乱による前輪の転舵に対応する操舵であるかを、上記第１
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及び第２舵角センサの出力に基づいて判断して、この判断結果に基づいて上記操舵速度の
算出方法を変更する、
　ことを特徴とする車両用挙動制御装置。
【請求項２】
　上記駆動力低減手段は、上記第１舵角センサの出力と上記第２舵角センサの出力とを重
み付け加算して上記操舵速度を算出し、上記操舵速度の変化の周波数に基づき、上記車両
において生じた操舵が上記ステアリング操作に対応する操舵であるか或いは上記外乱によ
る前輪の転舵に対応する操舵であるかを判断して、上記重み付け加算するときの重み付け
を変える、請求項１に記載の車両用挙動制御装置。
【請求項３】
　上記駆動力低減手段は、上記第１舵角センサの出力が、上記ステアリングホイールを回
転させる操作が行われていることを示しているときにおいて、上記第２舵角センサの出力
が、上記ステアリングホイールの回転方向と反対方向に上記前輪が転舵されていることを
示している場合には、上記第１舵角センサの出力のみに応じた操舵速度に基づき、上記駆
動力低減制御を実行する、請求項１又は２に記載の車両用挙動制御装置。
【請求項４】
　上記駆動力低減手段は、上記駆動力の低減により上記車両に生じる減速度が０．０５Ｇ
以下となる範囲内において、上記操舵速度が大きくなるほど、上記駆動力を大きく低減さ
せる、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の車両用挙動制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用挙動制御装置に係わり、特に、前輪が操舵される車両の挙動を制御す
る車両用挙動制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スリップ等により車両の挙動が不安定になった場合に安全方向に車両の挙動を制
御するもの（横滑り防止装置等）が知られている。具体的には、車両のコーナリング時等
に、車両にアンダーステアやオーバーステアの挙動が生じたことを検出し、それらを抑制
するように車輪に適切な減速度を付与するようにしたものが知られている。
【０００３】
　一方、上述したような車両の挙動が不安定になるような走行状態における安全性向上の
ための制御とは異なり、日常運転領域から稼動するステアリング操作に連係した加減速を
自動的に行い、限界運転領域で横滑りを低減させるようにした車両運動制御装置が知られ
ている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５１９３８８５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の特許文献１に記載された車両運動制御装置では、ドライバの意思を最も良く反映
したものとしてドライバのステアリング操作による操舵角を検出し、この操舵角を用いて
加減速制御を行っている。操舵角は、ドライバの意思を反映するために、ステアリングホ
イールの直近に設けられたドライバ舵角センサによって検出される。
　しかしながら、従来の車両運動制御装置ではドライバの意思を車両の挙動に反映するこ
とに着目して操舵角の検出及び加減速制御を行っているものの、車両姿勢の安定性や乗り
心地の向上という点では未だ改善の余地がある。
【０００６】
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　本発明は、上述した従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、ドライバ
の意思を車両の挙動に反映するだけではなく、車両姿勢の安定感や乗り心地が一層向上す
るように車両の挙動を制御することができる、車両用挙動制御装置を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明は、前輪が操舵される車両の挙動を制御する車両
用挙動制御装置において、ステアリングホイールの回転を前輪に伝達する操舵装置であっ
て、この操舵装置は、ステアリングホイールが連結され、その回転を伝達するためのステ
アリングホイール側機構と、ねじり剛性が相対的に低い低剛性部を介してステアリングホ
イール側機構に連結されるか、或いはステアリングホイール側機構と機械的に分離された
、ステアリングホイールの回転に応じて前輪を転舵するための車輪側機構と、を備える操
舵装置と、操舵装置における操舵速度が０より大きい所定の閾値以上になったとき、操舵
速度に応じて車両の駆動力を低減させる駆動力低減制御を実行する駆動力低減手段と、を
有し、操舵装置は、ステアリングホイール側機構に設けられ、ステアリングホイールの回
転に対応する操舵角を検出する第１舵角センサと、車輪側機構に設けられ、前輪の転舵に
対応する操舵角を検出する第２舵角センサと、を備え、駆動力低減手段は、第１舵角セン
サの出力と第２舵角センサの出力とから操舵速度を算出し、この操舵速度に基づき駆動力
低減制御を実行し、車両において生じた操舵が、ドライバが意思をもって行ったステアリ
ング操作に対応する操舵であるか、或いは外乱による前輪の転舵に対応する操舵であるか
を、上記第１及び第２舵角センサの出力に基づいて判断して、この判断結果に基づいて操
舵速度の算出方法を変更する、ことを特徴とする。
【０００８】
　このように構成された本発明によれば、駆動力低減手段は、ステアリングホイール側機
構に設けられた第１舵角センサの出力及び車輪側機構に設けられた第２舵角センサの出力
の両方を加味した操舵速度に基づき、車両の駆動力を低減させる駆動力低減制御を実行す
る。
　これにより、ドライバが意思をもってステアリング操作する状況では、駆動力低減手段
は、ステアリングホイール側機構に設けられた第１舵角センサの出力を主として用いて操
舵速度を求めて、車両の駆動力を低減させる。これにより、ドライバが意思をもって操舵
操作を行った場合に（例えばコーナリングやレーンチェンジなど）、そのようなドライバ
のステアリング操作を直ちに検出できる第１舵角センサの操舵角に応じた操舵速度に基づ
き、車両の駆動力を速やかに低減させることができる。よって、本発明によれば、ドライ
バによるステアリング操作に対して良好な応答性で車両の挙動を制御することができ、ド
ライバの意図した挙動を正確に実現することができる。具体的には、車両のダイアゴナル
姿勢の誘起を適切に実現することができる。
【０００９】
　他方で、ドライバが意思をもってステアリング操作していないときに外乱により前輪が
転舵された状況では、駆動力低減手段は、車輪側機構に設けられた第２舵角センサの出力
を主として用いて操舵速度を求めて、車両の駆動力を低減させる。これにより、路面の凹
凸や横風の影響等の外乱により前輪が強制的に転舵された場合に、そのような前輪の転舵
を直ちに検出できる第２舵角センサの操舵角に応じた操舵速度に基づき、車両の駆動力を
速やかに低減させることができる。よって、本発明によれば、外乱がステアリングホイー
ルを介してドライバに伝達されるよりも早く前輪の舵角を直進方向に戻そうとするトルク
（セルフアライニングトルク）を発生させることができ、車両の直進安定性を向上させる
ことができる。
　また、ステアリングホイールを介して外乱による前輪の転舵を感知したドライバが車両
の進路保持のために修正操舵を行う場合においても、本発明によれば、ドライバが修正操
舵を開始する前に駆動力を低減させて前輪の垂直荷重を増大させているので、ドライバが
修正操舵を開始したときに前輪に発生する横力をより大きくすることができる。よって、
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修正操舵に対する車両の挙動の応答性を高めることができる。そのため、余計な修正操舵
を抑制することができ、車両姿勢の安定感や乗り心地を向上することができる。
【００１０】
　本発明において、好ましくは、駆動力低減手段は、第１舵角センサの出力と第２舵角セ
ンサの出力とを重み付け加算して操舵速度を算出し、操舵速度の変化の周波数に基づき、
車両において生じた操舵がステアリング操作に対応する操舵であるか或いは外乱による前
輪の転舵に対応する操舵であるかを判断して、重み付け加算するときの重み付けを変える
。
　このように構成された本発明によれば、操舵速度の変化の周波数に基づき、第１舵角セ
ンサの出力と第２舵角センサの出力とを重み付け加算するときの重み付けを変えるので、
駆動力を低減させるための操舵速度を求めるに当たって、ドライバによるステアリング操
作を優先して考慮したり、外乱などによる前輪の転舵を優先して考慮したりすることがで
きる。
【００１１】
　本発明において、好ましくは、駆動力低減手段は、第１舵角センサの出力が、ステアリ
ングホイールを回転させる操作が行われていることを示しているときにおいて、第２舵角
センサの出力が、ステアリングホイールの回転方向と反対方向に前輪が転舵されているこ
とを示している場合には、第１舵角センサの出力のみに応じた操舵速度に基づき、駆動力
低減制御を実行する。
　このように構成された本発明によれば、例えば、コーナリングやレーンチェンジなどに
おいてドライバがステアリング操作を行っている状況において、このドライバによる操舵
方向と反対方向の前輪の転舵が外乱により生じた場合、つまり外乱による前輪の転舵方向
がドライバによる操舵方向と逆位相の場合に、駆動力低減手段は、このような外乱による
前輪の転舵に対応する第２舵角センサの出力を用いずに、第１舵角センサの出力のみに応
じた操舵速度を求める。これにより、ドライバによるステアリング操作に応じて駆動力低
減制を行っている最中に、外乱による第２舵角センサの出力を加味することで、操舵速度
が低下して駆動力の低減量が目減りすることを抑制することができる。よって、ドライバ
によるステアリング操作に応じた車両の挙動制御を適切に確保することができる。例えば
、定常旋回時において、荒れた路面により前輪が転舵された場合にも、ステアリングシャ
フトの保舵を安定して行うことが可能となる。
【００１２】
　本発明において、好ましくは、駆動力低減手段は、駆動力の低減により車両に生じる減
速度が０．０５Ｇ以下となる範囲内において、操舵速度が大きくなるほど、駆動力を大き
く低減させる。
　このように構成された本発明によれば、制御介入があったとドライバが感じない程度の
減速度を生じさせるように駆動力の低減制御を行うことができ、これにより、強い制御介
入感を生じさせることなく、車両姿勢の安定感や乗り心地を向上させることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の車両用挙動制御装置によれば、ドライバの意思を車両の挙動に反映するだけで
はなく、車両姿勢の安定感や乗り心地が一層向上するように車両の挙動を制御することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態による車両用挙動制御装置が適用された車両の概略構成図であ
る。
【図２】本発明の実施形態による車両用挙動制御装置が備える操舵装置の概略構成図であ
る。
【図３】本発明の実施形態による車両用挙動制御装置の電気的構成を示すブロック図であ
る。
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【図４】本発明の実施形態による車両用挙動制御装置がエンジンを制御するエンジン制御
処理のフローチャートである。
【図５】本発明の実施形態による車両用挙動制御装置がトルク低減量を決定するトルク低
減量決定処理のフローチャートである。
【図６】本発明の実施形態による車両用挙動制御装置が決定する目標付加減速度と操舵速
度との関係を示したマップである。
【図７】本発明の実施形態による車両用挙動制御装置を搭載した車両がステアリングホイ
ールの操作により右旋回を行うときの種々のパラメータの時間変化を示したタイムチャー
トである。
【図８】本発明の実施形態による車両用挙動制御装置を搭載した車両の前輪の舵角が外乱
により変化したときの種々のパラメータの時間変化を示したタイムチャートである。
【図９】本発明の実施形態による車両用挙動制御装置を搭載した車両がステアリングホイ
ールの操作により右旋回している最中に前輪の舵角が外乱により変化したときの種々のパ
ラメータの時間変化を示したタイムチャートである。
【図１０】本発明の実施形態の変形例による操舵装置を示す概略斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態による車両用挙動制御装置について説明
する。
【００１６】
　＜装置構成＞
　まず、図１乃至図３を参照して、本発明の実施形態による車両用挙動制御装置の構成に
ついて説明する。図１は、本発明の実施形態による車両用挙動制御装置が適用された車両
の概略構成図であり、図２は、本発明の実施形態による車両用挙動制御装置が備える操舵
装置の概略構成図であり、図３は、本発明の実施形態による車両用挙動制御装置の電気的
構成を示すブロック図である。
【００１７】
　図１に示すように、車両１の車体前部には、駆動輪（図１の例では左右の前輪２）を駆
動するエンジン４が搭載されている。このエンジン４は、ガソリンエンジンやディーゼル
エンジンなどの内燃エンジンである。また、車両１は、ステアリングホイール１１（図２
参照）の回転を前輪２に伝達する操舵装置６を備えている。また、車両１は、少なくとも
エンジン４及び操舵装置６を制御するコントローラ８を備えている。このコントローラ８
は、図示しないＰＣＭ（Power-train Control Module）などを備えている。
【００１８】
　次いで、図２に示すように、操舵装置６は、ステアリングホイール１１の回転を伝達す
るための機構（ステアリングホイール側機構）と、ステアリングホイール１１の回転に応
じて前輪を転舵するための機構（車輪側機構）とが、機械的に分離されたステアバイワイ
ヤ式に構成されている。
【００１９】
　具体的には、操舵装置６は、上記したステアリングホイール側機構として、ドライバに
よって操作されるステアリングホイール１１と、このステアリングホイール１１と共に回
転するステアリングシャフト１２と、このステアリングシャフト１２に設けられ、トルク
（典型的には反力トルク）を発生して当該トルクをステアリングシャフト１２に付加する
電動モータ１３と、ステアリングシャフト１２の回転角（操舵角）を検出する第１舵角セ
ンサ１４と、ステアリングホイール１１を介してドライバにより付与された操舵トルクを
検出するトルクセンサ１５と、を備える。また、操舵装置６は、このようなステアリング
ホイール側機構と機械的に分離された車輪側機構として、前輪を転舵するためのトルクを
発生する電磁操舵モータ１６と、この電磁操舵モータ１６のトルクによって動作するラッ
クシャフト１７と、このラックシャフト１７の動作によって前輪２を転舵させるタイロッ
ド１８と、前輪２の転舵角（操舵角）を検出する第２舵角センサ１９と、を備える。
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【００２０】
　上記したコントローラ８は、操舵装置６の第１舵角センサ１４、トルクセンサ１５及び
第２舵角センサ１９などの検出信号が入力され、操舵装置６の電動モータ１３及び電磁操
舵モータ１６を制御する。基本的には、コントローラ８は、第１舵角センサ１４によって
検出された操舵角に基づき、ステアリングホイール１１の回転に応じて車輪２を転舵させ
るように、電磁操舵モータ１６を制御する。この場合、コントローラ８は、車速やヨーレ
ートなども考慮して、電磁操舵モータ１６を制御する。また、コントローラ８は、路面状
態（ロードフィール）をドライバに伝えるためのトルクを電動モータ１３によってステア
リングホイール１１に付与すべく、トルクセンサ１５によって検出された操舵トルクなど
に基づき、電動モータ１３によるトルクを制御する。
【００２１】
　次いで、図３を参照して、コントローラ８の更なる説明を行う。なお、図３は、主とし
て、コントローラ８によるエンジン４の制御について示している。
【００２２】
　図３に示すように、コントローラ８は、上記した操舵装置６からの入力信号や、アクセ
ル開度センサ２１、車速センサ２２及びヨーレートセンサ２３からの入力信号などに基づ
いて、エンジン４の各部（例えば、スロットルバルブ、ターボ過給機、可変バルブ機構、
点火装置、燃料噴射弁、ＥＧＲ装置等）に対する制御を行うべく、制御信号を出力する。
【００２３】
　本実施形態では、コントローラ８は、操舵装置６における操舵速度が０より大きい所定
の閾値以上になったとき、操舵速度に応じて車両の駆動力を低減させる駆動力低減制御を
実行する。この駆動力低減制御は、コントローラ８が有する基本目標トルク決定部８ａ、
トルク低減量決定部８ｂ、最終目標トルク決定部８ｃ及びエンジン制御部８ｄによって実
現される。具体的には、基本目標トルク決定部８ａは、アクセルペダルの操作を含む車両
１の運転状態に基づき基本目標トルクを決定し、トルク低減量決定部８ｂは、ステアリン
グ系の操舵速度に基づき車両１に減速度を付加するためのトルク低減量を決定し、最終目
標トルク決定部８ｃは、これらの基本目標トルクとトルク低減量とに基づき最終目標トル
クを決定し、エンジン制御部８ｄは、この最終目標トルクを出力させるようにエンジン４
を制御する。
【００２４】
　これらのコントローラ８の各構成要素は、ＣＰＵ、当該ＣＰＵ上で解釈実行される各種
のプログラム（ＯＳなどの基本制御プログラムや、ＯＳ上で起動され特定機能を実現する
アプリケーションプログラムを含む）、及びプログラムや各種のデータを記憶するための
ＲＯＭやＲＡＭの如き内部メモリを備えるコンピュータにより構成される。
【００２５】
　なお、詳細は後述するが、コントローラ８は、本発明における「車両用挙動制御装置」
の一部に相当し、より具体的には「駆動力低減手段」として機能する。
【００２６】
　＜制御内容＞
　次に、図４乃至図６を参照して、車両用挙動制御装置が行うエンジン制御処理について
説明する。
　図４は、本発明の実施形態による車両用挙動制御装置がエンジン４を制御するエンジン
制御処理のフローチャートであり、図５は、本発明の実施形態による車両用挙動制御装置
がトルク低減量を決定するトルク低減量決定処理のフローチャートであり、図６は、本発
明の実施形態による車両用挙動制御装置が決定する目標付加減速度と操舵速度との関係を
示したマップである。
【００２７】
　図４のエンジン制御処理は、車両１のイグニッションがオンにされ、車両用挙動制御装
置に電源が投入された場合に起動され、繰り返し実行される。
　エンジン制御処理が開始されると、図４に示すように、ステップＳ１において、コント
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ローラ８は車両１の運転状態に関する各種情報を取得する。具体的には、コントローラ８
は、第１舵角センサ１４及び第２舵角センサ１９が検出した操舵角、アクセル開度センサ
２１が検出したアクセル開度、車速センサ２２が検出した車速、車両１の変速機に現在設
定されているギヤ段等を含む、上述した各種センサが出力した検出信号を運転状態に関す
る情報として取得する。
【００２８】
　次に、ステップＳ２において、コントローラ８（基本目標トルク決定部８ａ）は、ステ
ップＳ１において取得されたアクセルペダルの操作を含む車両１の運転状態に基づき、目
標加速度を設定する。具体的には、コントローラ８は、種々の車速及び種々のギヤ段につ
いて規定された加速度特性マップ（予め作成されてメモリなどに記憶されている）の中か
ら、現在の車速及びギヤ段に対応する加速度特性マップを選択し、選択した加速度特性マ
ップを参照して現在のアクセル開度に対応する目標加速度を決定する。
【００２９】
　次に、ステップＳ３において、コントローラ８は、ステップＳ２において決定した目標
加速度を実現するためのエンジン４の基本目標トルクを決定する。この場合、コントロー
ラ８は、現在の車速、ギヤ段、路面勾配、路面μなどに基づき、エンジン４が出力可能な
トルクの範囲内で、基本目標トルクを決定する。
【００３０】
　また、ステップＳ２及びＳ３の処理と並行して、ステップＳ４において、コントローラ
８（トルク低減量決定部８ｂ）は、操舵装置６における操舵に基づき車両１に減速度を付
加するためのトルク低減量を決定するトルク低減量決定処理を実行する。このトルク低減
量決定処理について、図５を参照して説明する。
【００３１】
　図５に示すように、トルク低減量決定処理が開始されると、ステップＳ２１において、
コントローラ８は、トルク低減量を決定するために用いる操舵速度として、ステアリング
ホイール側機構に設けられた第１舵角センサ１４の出力と、車輪側機構に設けられた第２
舵角センサ１９の出力との和に応じた操舵速度（以下では「制御用操舵速度」と呼ぶこと
もある。）を求める。こうすることで、ドライバが意思をもって行ったステアリング操作
と、路面の凹凸や横風の影響等の外乱による強制的な前輪２の転舵との両方を加味した操
舵速度を用いて、トルク低減量を決定するようにする。
【００３２】
　１つの例では、コントローラ８は、第１舵角センサ１４の出力と第２舵角センサ１９の
出力との和を求めるときに、これらの出力を重み付け加算する。この例では、コントロー
ラ８は、操舵速度の変化の周波数に基づき、重み付け加算するときの重み付けを変える。
典型的には、コントローラ８は、操舵速度の周波数が小さいときには、このときの操舵が
、ドライバが意思をもって行ったステアリング操作である可能性が高いと判断して、第１
舵角センサ１４の出力に適用する重みを第２舵角センサ１９の出力に適用する重みよりも
大きくして、操舵速度を求める。こうすることで、操舵速度を求めるに当たって、ドライ
バによるステアリング操作を優先して考慮するようにする。他方で、コントローラ８は、
操舵速度の周波数が大きいときには、このときの操舵が外乱による強制的な前輪２の転舵
である可能性が高いと判断して、第２舵角センサ１９の出力に適用する重みを第１舵角セ
ンサ１４の出力に適用する重みよりも大きくして、操舵速度を求める。こうすることで、
操舵速度を求めるに当たって、外乱などによる前輪２の転舵を優先して考慮するようにす
る。
　なお、上記例において周波数を参照する操舵速度は、第１舵角センサ１４及び第２舵角
センサ１９のいずれかの出力に対応する操舵角から求めればよい。例えば、第１舵角セン
サ１４及び第２舵角センサ１９のうちで時間的に先に出力したほうの出力に対応する操舵
角から、操舵速度を求めて、この操舵速度の変化の周波数を用いるとよい。
【００３３】
　他の例では、例えばコーナリングやレーンチェンジなどにおいてドライバがステアリン
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グ操作を行っている状況において、このドライバによる操舵方向と反対方向の前輪２の転
舵が外乱により生じた場合、つまり外乱による前輪２の転舵方向がドライバによる操舵方
向と逆位相の場合、コントローラ８は、このような外乱による前輪２の転舵に対応する第
２舵角センサ１９の出力を第１舵角センサ１４の出力に対して加算せずに、つまり第１舵
角センサ１４の出力と第２舵角センサ１９の出力との和を用いずに、第１舵角センサ１４
の出力のみに応じた操舵速度を求める。こうすることで、ドライバによるステアリング操
作に応じたトルク低減量に基づき車両１の挙動を制御している最中に、外乱による第２舵
角センサ１９の出力を加味することにより操舵速度が低下してトルク低減量が目減りする
ことで、上記したドライバによるステアリング操作に応じた車両１の挙動制御の効果が弱
まってしまうことを抑制する。
【００３４】
　更に他の例では、ドライバがステアリング操作を行った場合、第１舵角センサ１４がま
ず出力し、これから遅れて第２舵角センサ１９が出力するが（同位相の出力となる）、コ
ントローラ８は、このようなドライバのステアリング操作に応じた第２舵角センサ１９の
出力を第１舵角センサ１４の出力に対して加算せずに、つまり第１舵角センサ１４の出力
と第２舵角センサ１９の出力との和を用いずに、第１舵角センサ１４の出力のみに応じた
操舵速度を求める。こうすることで、ドライバによるステアリング操作に応じた車両１の
挙動制御が過剰に働いてしまうことを抑制する。
【００３５】
　なお、このように第１舵角センサ１４の出力と第２舵角センサ１９の出力との和に基づ
き操舵速度を求めると、操舵速度自体の大きさが種々に変化する傾向にあるため、和から
得られる操舵速度を正規化して使用するのがよい。
【００３６】
　次に、ステップＳ２２において、コントローラ８は、ステップＳ２１で求められた操舵
速度が所定の閾値ＴS1より大きいか否かを判定する。その結果、操舵速度が閾値ＴS1より
大きい場合（ステップＳ２２：Ｙｅｓ）、ステップＳ２３に進み、コントローラ８は、車
両１に減速度を付加するためにエンジン４の出力トルクを低減させる条件が満たされてい
るか否かを示すトルク低減フラグを、トルクを低減させる条件が満たされている状態を示
すＴｒｕｅ（真値）に設定する。
【００３７】
　次に、ステップＳ２４において、コントローラ８は、操舵速度に基づき目標付加減速度
を取得する。この目標付加減速度は、ドライバの意図した車両挙動を正確に実現するため
に、操舵装置６における操舵に応じて車両１に付加すべき減速度である。
【００３８】
　具体的には、コントローラ８は、図６のマップに示した目標付加減速度と操舵速度との
関係に基づき、第１舵角センサ１４及び第２舵角センサ１９のいずれかによって検出され
た操舵角の操舵速度に対応する目標付加減速度を取得する。
　図６における横軸は操舵速度を示し、縦軸は目標付加減速度を示す。図６に示すように
、操舵速度が閾値ＴS1以下である場合、対応する目標付加減速度は０である。即ち、操舵
速度が閾値ＴS1以下である場合、コントローラ８は、操舵装置６における操舵に基づき車
両１に減速度を付加するための制御（具体的にはエンジン４の出力トルクの低減）を停止
する。
　一方、操舵速度が閾値ＴS1を超えている場合には、操舵速度が増大するに従って、この
操舵速度に対応する目標付加減速度は、所定の上限値Ｄmaxに漸近する。即ち、操舵速度
が増大するほど目標付加減速度は増大し、且つ、その増大量の増加割合は小さくなる。こ
の上限値Ｄmaxは、操舵装置６における操舵に応じて車両１に減速度を付加しても、制御
介入があったとドライバが感じない程度の減速度に設定される（例えば０．５ｍ／ｓ2≒
０．０５Ｇ）。
　さらに、操舵速度が閾値ＴS1よりも大きい閾値ＴS2以上の場合には、目標付加減速度は
上限値Ｄmaxに維持される。
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【００３９】
　次に、ステップＳ２５において、コントローラ８は、付加減速度の変化率が閾値Ｒｍａ
ｘ（例えば０．５ｍ／ｓ3）以下となる範囲で今回の処理における付加減速度を決定する
。
　具体的には、コントローラ８は、前回の処理において決定した付加減速度から今回の処
理のステップＳ２４において取得した目標付加減速度への変化率がＲｍａｘ以下である場
合、ステップＳ２４において取得した目標付加減速度を今回の処理における付加減速度と
して決定する。
　一方、前回の処理において決定した付加減速度から今回の処理のステップＳ２４におい
て取得した目標付加減速度への変化率がＲｍａｘより大きい場合、コントローラ８は、前
回の処理において決定した付加減速度から今回の処理時まで変化率Ｒｍａｘにより変化さ
せた値を今回の処理における付加減速度として決定する。
【００４０】
　次に、ステップＳ２６において、コントローラ８は、ステップＳ２５において決定した
今回の付加減速度に基づき、トルク低減量を決定する。具体的には、コントローラ８は、
今回の付加減速度を実現するために必要となるトルク低減量を、ステップＳ１において取
得された現在の車速、ギヤ段、路面勾配等に基づき決定する。
【００４１】
　他方で、ステップＳ２２において、操舵速度が閾値ＴS1より大きくない場合、つまり閾
値ＴS1以下である場合（ステップＳ２２：Ｎｏ）、ステップＳ２７に進み、コントローラ
８は、車両１に減速度を付加するためにエンジン４の出力トルクを低減させる条件が満た
されているか否かを示すトルク低減フラグを、トルクを低減させる条件が満たされていな
い状態を示すＦａｌｓｅ（偽値）に設定する。
【００４２】
　ステップＳ２６又はＳ２７の後、コントローラ８はトルク低減量決定処理を終了し、メ
インルーチンに戻る。
【００４３】
　図４に戻り、ステップＳ２及びＳ３の処理及びステップＳ４のトルク低減量決定処理を
行った後、ステップＳ５において、コントローラ８（最終目標トルク決定部８ｃ）は、ス
テップＳ３において決定した基本目標トルクから、ステップＳ４のトルク低減量決定処理
において決定したトルク低減量を減算することにより、最終目標トルクを決定する。
【００４４】
　次に、ステップＳ６において、コントローラ８（エンジン制御部８ｄ）は、ステップＳ
５において設定した最終目標トルクを出力させるようにエンジン４を制御する。具体的に
は、コントローラ８は、ステップＳ５において設定した最終目標トルクと、エンジン回転
数とに基づき、最終目標トルクを実現するために必要となる各種状態量（例えば、空気充
填量、燃料噴射量、吸気温度、酸素濃度等）を決定し、それらの状態量に基づき、エンジ
ン４の各構成要素のそれぞれを駆動する各アクチュエータを制御する。この場合、コント
ローラ８は、状態量に応じた制限値や制限範囲を設定し、状態値が制限値や制限範囲によ
る制限を遵守するような各アクチュエータの制御量を設定して制御を実行する。このよう
なステップＳ６の後、コントローラ８は、エンジン制御処理を終了する。
【００４５】
　＜作用効果＞
　次に、図７乃至図９を参照して、本発明の実施形態による車両用挙動制御装置の作用効
果について説明する。
【００４６】
　図７は、本発明の実施形態による車両用挙動制御装置を搭載した車両１がステアリング
ホイール１１の操作により右旋回を行うときの種々のパラメータの時間変化を示したタイ
ムチャートである。ここでは、路面の凹凸や横風などの外乱がない場合について例示する
。
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【００４７】
　図７（ａ）は、ステアリングホイール１１の実際の操舵角（ステアリング角）の変化を
示す線図であり、図７（ｂ）は、前輪２の実際の転舵角（前輪舵角）の変化を示す線図で
ある。また、図７（ｃ）は、第１舵角センサ１４及び第２舵角センサ１９の検出値の変化
を示す線図である。具体的には、図７（ｃ）において、実線は第１舵角センサ１４の検出
値の変化を示し、破線は第２舵角センサ１９の検出値の変化を示している。
　ドライバが車両１を右旋回させるようにステアリングホイール１１を操作した場合、図
７（ａ）に示すように、時刻ｔ１０から実際のステアリング角が右方向に増大し始め、こ
のステアリング角の変化に応じて、図７（ｃ）の実線に示すように、ステアリングホイー
ル側機構に設けられた第１舵角センサ１４の検出値が速やかに右方向に増大し始める。他
方で、このようなステアリング角の増大から遅れて、図７（ｂ）に示すように、実際の前
輪舵角が右方向に増大し始め、この実際の前輪舵角の変化に応じて、図７（ｃ）の破線に
示すように、車輪側機構に設けられた第２舵角センサ１９の検出値が増大し始める。
【００４８】
　図７（ｄ）は、本実施形態において図７（ｃ）の第１舵角センサ１４及び第２舵角セン
サ１９の検出値から求められた操舵速度（制御用操舵速度）の変化を示す線図である。
　図７（ｃ）に示したように、ドライバが意図をもってステアリング操作を行った場合、
まず、ステアリングホイール側機構に設けられた第１舵角センサ１４の検出値が変化し、
これから遅れて、車輪側機構に設けられた第２舵角センサ１９の検出値が変化する。この
ときの第２舵角センサ１９の検出値の変化は、第１舵角センサ１４の検出値の変化と同位
相になる。この場合、本実施形態では、コントローラ８は、ドライバによるステアリング
操作に応じた車両１の挙動制御が過剰に働いてしまうことを抑制すべく、第２舵角センサ
１９の出力を第１舵角センサ１４の出力に対して加算せずに、つまり第１舵角センサ１４
の出力と第２舵角センサ１９の出力との和を用いずに、第１舵角センサ１４の出力のみに
応じた操舵速度を求める。こうしてステアリングホイール側機構に設けられた第１舵角セ
ンサ１４から求められた制御用操舵速度は、図７（ｄ）に示すように、ステアリング角の
増大が開始した時刻ｔ１０から速やかに立ち上がっている。
【００４９】
　図７（ｅ）は、本実施形態において図７（ｄ）の制御用操舵速度に基づき設定されたト
ルク低減フラグの値（Ｆａｌｓｅ又はＴｒｕｅ）を示す線図である。
　本実施形態においては、コントローラ８は、ステアリング角の増大が開始した時刻ｔ１
０の直後の時刻ｔ１１において、制御用操舵速度が閾値ＴS1よりも大きくなったと判定し
（図５のステップＳ２２：Ｙｅｓ）、この時刻ｔ１１においてトルク低減フラグをＦａｌ
ｓｅからＴｒｕｅへと切り替える（ステップＳ２３）。
【００５０】
　図７（ｆ）は、本実施形態において制御用操舵速度及びトルク低減フラグに基づき決定
された付加減速度の変化を示す線図である。
　本実施形態では、コントローラ８は、トルク低減フラグをＦａｌｓｅからＴｒｕｅへと
切り替えた時刻ｔ１１より、付加減速度を増大させ始め、この付加減速度を、上限値Ｄma

x（例えば０．５ｍ／ｓ2≒０．０５Ｇ）以下且つ変化率が閾値Ｒｍａｘ（例えば０．５ｍ
／ｓ3）以下となる範囲で、制御用操舵速度に応じて変化させる（ステップＳ２４、Ｓ２
５）。コントローラ８は、このような付加減速度を実現するために必要となるトルク低減
量を、現在の車速、ギヤ段、路面勾配等のパラメータに基づき決定し（ステップＳ２６）
、こうして決定したトルク低減量を基本目標トルクから減算することにより、最終目標ト
ルクを決定する。現在の車速、ギヤ段、路面勾配等のパラメータが一定である場合には、
トルク低減量は、図７（ｆ）に示した付加減速度の変化とほぼ同様に変化し、更に基本目
標トルクが一定である場合には、最終目標トルクも、図７（ｆ）に示した付加減速度の変
化とほぼ同様に変化する。
【００５１】
　図７（ｇ）は、本実施形態による前輪２の垂直荷重の変化を示す線図である。
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　図７（ｆ）に示したような付加減速度の増大に応じてエンジン４の出力トルクが低減さ
れると、車両１に減速度が発生し、この減速度に応じて車両１の後部から前部への荷重移
動が生じて、図７（ｇ）に示すように、前輪２の垂直荷重が増大する。この場合、ステア
リング角の増大が開始した時刻ｔ１０の直後の時刻ｔ１１より、前輪２の垂直荷重が増大
し始める。その結果、前輪２と路面との間の摩擦力が増加し、前輪２のコーナリングフォ
ースが増大する。これにより、ドライバによる操舵操作に対して良好な応答性にて車両１
の挙動が制御されることとなる。
【００５２】
　このように本実施形態によれば、コントローラ８は、ステアリングホイール側機構に設
けられた第１舵角センサ１４の出力及び車輪側機構に設けられた第２舵角センサ１９の出
力の両方を加味した操舵速度に基づき、エンジン４の出力トルクを低減させる。特に、図
７に示したようなドライバが意思をもってステアリング操作する状況では、コントローラ
８は、ステアリングホイール側機構に設けられた第１舵角センサ１４の出力に応じた操舵
速度に基づき、エンジン４の出力トルクを低減させる。
　これにより、ドライバが意思をもって操舵操作を行った場合に（例えばコーナリングや
レーンチェンジなど）、そのようなドライバの操舵操作を直ちに検出できる第１舵角セン
サ１４の操舵角に応じた操舵速度に基づき、エンジン４の出力トルクを速やかに低減させ
ることができる。よって、ドライバによるステアリング操作に対して良好な応答性で車両
１の挙動を制御することができ、ドライバの意図した挙動を正確に実現することができる
。具体的には、本実施形態によれば、車両１のダイアゴナル姿勢の誘起を適切に実現する
ことができる。
【００５３】
　次いで、図８は、本発明の実施形態による車両用挙動制御装置を搭載した車両１の前輪
２の舵角が外乱により変化したときの種々のパラメータの時間変化を示したタイムチャー
トである。ここでは、車両１が直進しているとき、例えば路面の凹凸や横風の等の外乱の
影響により前輪２が強制的に右方向に転舵された場合について例示する。
【００５４】
　図８（ａ）は、ステアリングホイール１１の実際の操舵角（ステアリング角）の変化を
示す線図であり、図８（ｂ）は、前輪２の実際の転舵角（前輪舵角）の変化を示す線図で
ある。また、図８（ｃ）は、第１舵角センサ１４及び第２舵角センサ１９の検出値の変化
を示す線図である。具体的には、図８（ｃ）において、実線は第１舵角センサ１４の検出
値の変化を示し、破線は第２舵角センサ１９の検出値の変化を示している。
　外乱により前輪２が強制的に右方向に転舵された場合、図８（ｂ）に示すように、時刻
ｔ２０から実際の前輪舵角が右方向に増大し始め、この実際の前輪舵角の変化に応じて、
図８（ｃ）の破線に示すように、車輪側機構に設けられた第２舵角センサ１９の検出値が
速やかに増大し始める。他方で、このように、ドライバによるステアリングホイール１１
の操作に関係なく、前輪２が外乱により強制的に右方向に転舵された場合には、基本的に
は、図８（ａ）に示すように、実際のステアリング角は直ぐには変化せず、また、図８（
ｃ）の実線に示すように、ステアリングホイール側機構に設けられた第１舵角センサ１４
の検出値も直ぐには変化しない。なお、１つの例では、上記した操舵装置６においては、
外乱による前輪２の転舵をステアリングホイール１１に伝達するように電動モータ１３を
制御してステアリングホイール１１を操舵することがあるが、この場合にも、実際の前輪
舵角の変化から遅れて、実際のステアリング角が変化し、ステアリングホイール側機構に
設けられた第１舵角センサ１４の検出値が変化する。
【００５５】
　図８（ｄ）は、本実施形態において図８（ｃ）の第１舵角センサ１４及び第２舵角セン
サ１９の検出値から求められた操舵速度（制御用操舵速度）の変化を示す線図である。
　図８（ｃ）に示したように、車両１が直進しているときに前輪２が外乱により転舵され
た場合、ステアリングホイール側機構に設けられた第１舵角センサ１４の検出値はほとん
ど変化せず、車輪側機構に設けられた第２舵角センサ１９の検出値のみが変化しているた
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め、第１舵角センサ１４の出力と第２舵角センサ１９の出力との和は、第２舵角センサ１
９の出力にほぼ一致することとなる。そのため、コントローラ８は、この第２舵角センサ
１９の出力に応じた操舵速度を求める。こうして車輪側機構に設けられた第２舵角センサ
１９から求められた制御用操舵速度は、図８（ｄ）に示すように、前輪舵角の増大が開始
した時刻ｔ２０から速やかに立ち上がっている。
【００５６】
　図８（ｅ）は、本実施形態において図８（ｄ）の制御用操舵速度に基づき設定されたト
ルク低減フラグの値（Ｆａｌｓｅ又はＴｒｕｅ）を示す線図である。
　本実施形態においては、コントローラ８は、前輪舵角の増大が開始した時刻ｔ２０の直
後の時刻ｔ２１において、制御用操舵速度が閾値ＴS1よりも大きくなったと判定し（図５
のステップＳ２２：Ｙｅｓ）、この時刻ｔ２１においてトルク低減フラグをＦａｌｓｅか
らＴｒｕｅへと切り替える（ステップＳ２３）。
【００５７】
　図８（ｆ）は、本実施形態において制御用操舵速度及びトルク低減フラグに基づき決定
された付加減速度の変化を示す線図である。
　本実施形態では、コントローラ８は、トルク低減フラグをＦａｌｓｅからＴｒｕｅへと
切り替えた時刻ｔ２１より、付加減速度を増大させ始め、この付加減速度を、上限値Ｄma

x（例えば０．５ｍ／ｓ2≒０．０５Ｇ）以下且つ変化率が閾値Ｒｍａｘ（例えば０．５ｍ
／ｓ3）以下となる範囲で、制御用操舵速度に応じて変化させる（ステップＳ２４、Ｓ２
５）。コントローラ８は、このような付加減速度を実現するために必要となるトルク低減
量を、現在の車速、ギヤ段、路面勾配等のパラメータに基づき決定し（ステップＳ２６）
、こうして決定したトルク低減量を基本目標トルクから減算することにより、最終目標ト
ルクを決定する。現在の車速、ギヤ段、路面勾配等のパラメータが一定である場合には、
トルク低減量は、図８（ｆ）に示した付加減速度の変化とほぼ同様に変化し、更に基本目
標トルクが一定である場合には、最終目標トルクも、図８（ｆ）に示した付加減速度の変
化とほぼ同様に変化する。
【００５８】
　図８（ｇ）は、本実施形態による前輪２の垂直荷重の変化を示す線図である。
　図８（ｆ）に示したような付加減速度の増大に応じてエンジン４の出力トルクが低減さ
れると、車両１に減速度が発生し、この減速度に応じて車両１の後部から前部への荷重移
動が生じて、図８（ｇ）に示すように、前輪２の垂直荷重が増大する。この場合、ステア
リング角の増大が開始した時刻ｔ２０の直後の時刻ｔ２１より、前輪２の垂直荷重が増大
し始める。
　ここで、タイヤのスリップ角が比較的小さいタイヤ線形領域においては、基本的には、
前輪２に発生する横力がスリップ角にほぼ比例するため、前輪舵角が増大すると横力も増
大する。このように前輪舵角の変化により横力が増大するときに、本実施形態のように前
輪２の垂直荷重が増大すると（図８（ｇ）参照）、前輪２の接地面における摩擦力が増大
するので、前輪２の接地面において発生する横力が大きく増大することとなる。
　また、転舵した前輪２を直進方向に戻そうとするトルク（セルフアライニングトルク）
の大きさは、基本的には、前輪２のスリップ角が比較的小さいタイヤ線形領域においては
、前輪２に発生する横力に比例する。つまり、原則、前輪２の舵角が増大すると、横力の
増大に伴って、前輪２を直進方向に戻そうとするトルクが増大するのである。この場合、
本実施形態によれば、前輪舵角の増大開始とほぼ変わらない時刻ｔ２１から前輪２の垂直
荷重が増大すると共に横力が増大するので、それに応じて、前輪２を直進方向に戻そうと
するトルクも前輪舵角の増大開始とほぼ変わらない時刻ｔ２１から大きく増大することと
なる。これにより、外乱による車両１の進路の横振れが抑制され、車両１の直進安定性が
向上する。
【００５９】
　このように本実施形態によれば、コントローラ８は、ステアリングホイール側機構に設
けられた第１舵角センサ１４の出力及び車輪側機構に設けられた第２舵角センサ１９の出
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力の両方を加味した操舵速度に基づき、エンジン４の出力トルクを低減させる。特に、図
８に示したようなドライバが意思をもってステアリング操作していないときに外乱により
前輪２が転舵された状況では、コントローラ８は、車輪側機構に設けられた第２舵角セン
サ１９の出力に応じた操舵速度に基づき、エンジン４の出力トルクを低減させる。
　これにより、路面の凹凸や横風の影響等の外乱により前輪２が強制的に転舵された場合
に、そのような前輪２の転舵を直ちに検出できる第２舵角センサ１９の操舵角に応じた操
舵速度に基づき、エンジン４の出力トルクを速やかに低減させることができる。よって、
外乱がステアリングホイール１１を介してドライバに伝達されるよりも早く前輪２の舵角
を直進方向に戻そうとするトルク（セルフアライニングトルク）を発生させることができ
、車両１の直進安定性を向上させることができる。
　また、操舵装置６の動作により外乱による前輪２の転舵がステアリングホイール１１を
介してドライバに伝達されるが、これを感知したドライバが車両１の進路保持のために修
正操舵を行う場合においても、本実施形態によれば、ドライバが修正操舵を開始する前に
出力トルクを低減させて前輪２の垂直荷重を増大させているので、ドライバが修正操舵を
開始したときに前輪２に発生する横力をより大きくすることができる。よって、修正操舵
に対する車両１の挙動の応答性を高めることができる。そのため、余計な修正操舵を抑制
することができ、車両姿勢の安定感や乗り心地を向上することができる。このような本実
施形態による作用効果は、特に、瞬間的に路面反力のスパイクがある不整地走行において
有効となる。
【００６０】
　次いで、図９は、本発明の実施形態による車両用挙動制御装置を搭載した車両１がステ
アリングホイール１１の操作により右旋回している最中に前輪２の舵角が外乱により変化
したときの種々のパラメータの時間変化を示したタイムチャートである。ここでは、例え
ば路面の凹凸や横風の等の外乱の影響により前輪２が強制的に左方向（つまり旋回方向と
逆方向）に転舵された場合について例示する。
【００６１】
　図９（ａ）は、ステアリングホイール１１の実際の操舵角（ステアリング角）の変化を
示す線図であり、図９（ｂ）は、前輪２の実際の転舵角（前輪舵角）の変化を示す線図で
ある。また、図９（ｃ）は、第１舵角センサ１４及び第２舵角センサ１９の検出値の変化
を示す線図である。具体的には、図９（ｃ）において、実線は第１舵角センサ１４の検出
値の変化を示し、破線は第２舵角センサ１９の検出値の変化を示している。
　ドライバが車両１を右旋回させるようにステアリングホイール１１を操作した場合、図
９（ａ）に示すように、時刻ｔ３０から実際のステアリング角が右方向に増大し始め、こ
のステアリング角の変化に応じて、図９（ｃ）の実線に示すように、ステアリングホイー
ル側機構に設けられた第１舵角センサ１４の検出値が速やかに右方向に増大し始める。
　他方で、このようなステアリング角の増大の開始直後に、前輪２が外乱により強制的に
左方向に転舵されることで、図９（ｂ）に示すように、実際の前輪舵角が瞬間的に左方向
に増大する。その後、ステアリング角の増大に応じて、実際の前輪舵角が右方向に増大し
始める。このような実際の前輪舵角の変化に応じて、図９（ｃ）の破線に示すように、車
輪側機構に設けられた第２舵角センサ１９の検出値が変化する。
【００６２】
　図９（ｄ）は、本実施形態において図９（ｃ）の第１舵角センサ１４及び第２舵角セン
サ１９の検出値から求められた操舵速度（制御用操舵速度）の変化を示す線図である。
　図９（ｃ）に示したように、ドライバがステアリング操作を行っている最中に、このド
ライバによる操舵方向と反対方向の前輪２の転舵が外乱により生じると、第１舵角センサ
１４の検出値の変化と逆位相の第２舵角センサ１９の検出値の変化が生じる。この場合、
本実施形態では、コントローラ８は、ドライバによるステアリング操作に応じた車両１の
挙動制御を優先すべく、第２舵角センサ１９の出力を第１舵角センサ１４の出力に対して
加算せずに、つまり第１舵角センサ１４の出力と第２舵角センサ１９の出力との和を用い
ずに、第１舵角センサ１４の出力のみに応じた操舵速度を求める。この後、第２舵角セン
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サ１９の検出値の変化が第１舵角センサ１４の検出値の変化と同位相になるが、コントロ
ーラ８は、ドライバによるステアリング操作に応じた車両１の挙動制御が過剰に働いてし
まうことを抑制すべく、第２舵角センサ１９の出力を第１舵角センサ１４の出力に対して
加算せずに、第１舵角センサ１４の出力のみに応じた操舵速度を求める。
　以上のようにしてステアリングホイール側機構に設けられた第１舵角センサ１４から求
められた制御用操舵速度は、図９（ｄ）に示すように、ステアリング角の増大が開始した
時刻ｔ３０から速やかに立ち上がり、その後、ほぼ一定に維持される。
【００６３】
　図９（ｅ）は、本実施形態において図９（ｄ）の制御用操舵速度に基づき設定されたト
ルク低減フラグの値（Ｆａｌｓｅ又はＴｒｕｅ）を示す線図である。
　本実施形態において、コントローラ８は、ステアリング角の増大が開始した時刻ｔ３０
の直後の時刻ｔ３１において、制御用操舵速度が閾値ＴS1よりも大きくなったと判定し（
図５のステップＳ２２：Ｙｅｓ）、この時刻ｔ３１においてトルク低減フラグをＦａｌｓ
ｅからＴｒｕｅへと切り替える（ステップＳ２３）。
【００６４】
　図９（ｆ）は、本実施形態において制御用操舵速度及びトルク低減フラグに基づき決定
された付加減速度の変化を示す線図である。
　本実施形態では、コントローラ８は、トルク低減フラグをＦａｌｓｅからＴｒｕｅへと
切り替えた時刻ｔ３１より、付加減速度を増大させ始め、この付加減速度を、上限値Ｄma

x（例えば０．５ｍ／ｓ2≒０．０５Ｇ）以下且つ変化率が閾値Ｒｍａｘ（例えば０．５ｍ
／ｓ3）以下となる範囲で、制御用操舵速度に応じて変化させる（ステップＳ２４、Ｓ２
５）。コントローラ８は、このような付加減速度を実現するために必要となるトルク低減
量を、現在の車速、ギヤ段、路面勾配等のパラメータに基づき決定し（ステップＳ２６）
、こうして決定したトルク低減量を基本目標トルクから減算することにより、最終目標ト
ルクを決定する。現在の車速、ギヤ段、路面勾配等のパラメータが一定である場合には、
トルク低減量は、図９（ｆ）に示した付加減速度の変化とほぼ同様に変化し、更に基本目
標トルクが一定である場合には、最終目標トルクも、図９（ｆ）に示した付加減速度の変
化とほぼ同様に変化する。
【００６５】
　図９（ｇ）は、本実施形態による前輪２の垂直荷重の変化を示す線図である。
　図９（ｆ）に示したような付加減速度の増大に応じてエンジン４の出力トルクが低減さ
れると、車両１に減速度が発生し、この減速度に応じて車両１の後部から前部への荷重移
動が生じて、図９（ｇ）に示すように、前輪２の垂直荷重が増大する。この場合、ステア
リング角の増大が開始した時刻ｔ３０の直後の時刻ｔ３１より、前輪２の垂直荷重が増大
し始める。その結果、前輪２と路面との間の摩擦力が増加し、前輪２のコーナリングフォ
ースが増大する。したがって、本実施形態によれば、ドライバによる操舵操作に対して良
好な応答性にて車両１の挙動を制御することができる。
　また、本実施形態では、ドライバによる操舵操作中において外乱により前輪２が操舵方
向と逆方向に転舵されても、車輪側機構に設けられた第２舵角センサ１９を用いずに、ス
テアリングホイール側機構に設けられた第１舵角センサ１４の操舵角に応じた操舵速度に
基づき、エンジン４の出力トルクを低減するので、上記したようなドライバによる操舵操
作に応じた車両１の挙動制御を適切に確保することができる。これにより、例えば、定常
旋回時において、荒れた路面により前輪２が転舵された場合にも、ステアリングシャフト
１１の保舵を安定して行うことが可能となる。
【００６６】
　＜変形例＞
　上記した実施形態では、本発明をステアバイワイヤ式の操舵装置６に適用した例を示し
たが、本発明は、ステアバイワイヤ式以外の形式の操舵装置にも適用可能である。例えば
、本発明は、図１０に示すような形式の操舵装置にも適用可能である。図１０は、本発明
の実施形態の変形例による操舵装置を示す概略斜視図である。
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【００６７】
　図１０に示すように、変形例による操舵装置６ａは、ステアリングホイール１１の操舵
をモータ３２によりアシストするＥＰＡＳ（Electric Power Assisted Steering）として
構成されている。この操舵装置６ａは、ステアリングホイール１１の回転を伝達するため
の機構（ステアリングホイール側機構）と、ステアリングホイール１１の回転に応じて前
輪を転舵するための機構（車輪側機構）とが、回転軸周りのねじり剛性が相対的に低いト
ーションバー（低剛性部）３２ａを介して連結されている。
【００６８】
　具体的には、操舵装置６ａは、上記したステアリングホイール側機構として、ドライバ
によって操作されるステアリングホイール１１と、このステアリングホイール１１と共に
回転するステアリングシャフト３２と、ステアリングシャフト３２の上端側の部分に設け
られ、ステアリングシャフト３２における当該部分の回転角（操舵角）を検出する第１舵
角センサ３１と、トーションバー３２ａのねじれ量に基づき、ステアリングホイール１１
を介してドライバにより付与された操舵トルクを検出するトルクセンサ３３と、を備える
。また、操舵装置６ａは、このようなステアリングホイール側機構とトーションバー３２
ａ（ステアリングシャフト３２の他の部分よりも回転軸周りのねじり剛性が低い部分）を
介して連結された車輪側機構として、図示しない減速機構を介して、ステアリングシャフ
ト３２にアシストトルクを付与する電動モータ３４と、ステアリングシャフト３２の下端
に設けられ、ステアリングシャフト３２の回転によって回転されるピニオンギヤ３６と、
このピニオンギヤ３６の回転によって動作するラックシャフト３７と、このラックシャフ
ト３７の動作によって前輪２を転舵させるタイロッド１８と、ステアリングシャフト３２
の下端側の部分に設けられ、ステアリングシャフト３２における当該部分の回転角（操舵
角）を検出する第２舵角センサ３５と、を備える。
【００６９】
　このような変形例による操舵装置６ａを適用した場合、コントローラ８は、低剛性部と
してのトーションバー３２ａよりも上流側（つまりステアリングホイール側機構）に設け
られた第１舵角センサ３１の出力と、低剛性部としてのトーションバー３２ａよりも下流
側（つまり車輪側機構）に設けられた第２舵角センサ３５の出力との和に応じた操舵速度
に基づき、エンジン４の出力トルクを低減させる。
【００７０】
　特に、ドライバが意思をもってステアリング操作する状況では、コントローラ８は、ス
テアリングホイール側機構に設けられた第１舵角センサ３１の出力に応じた操舵速度に基
づき、エンジン４の出力トルクを低減させる。これにより、ドライバが意思をもって操舵
操作を行った場合に（例えばコーナリングやレーンチェンジなど）、そのようなドライバ
の操舵操作を直ちに検出できる第１舵角センサ３１の操舵角に応じた操舵速度に基づき、
エンジン４の出力トルクを速やかに低減させることができる。よって、ドライバによるス
テアリング操作に対して良好な応答性で車両１の挙動を制御することができ、ドライバの
意図した挙動を正確に実現することができる。具体的には、車両１のダイアゴナル姿勢の
誘起を適切に実現することができる。
【００７１】
　他方で、ドライバが意思をもってステアリング操作していないときに外乱により前輪２
が転舵された状況では、コントローラ８は、車輪側機構に設けられた第２舵角センサ３５
の出力に応じた操舵速度に基づき、エンジン４の出力トルクを低減させる。これにより、
路面の凹凸や横風の影響等の外乱により前輪２が強制的に転舵された場合に、そのような
前輪２の転舵を直ちに検出できる第２舵角センサ３５の操舵角に応じた操舵速度に基づき
、エンジン４の出力トルクを速やかに低減させることができる。よって、外乱がステアリ
ングホイール１１を介してドライバに伝達されるよりも早く前輪２の舵角を直進方向に戻
そうとするトルク（セルフアライニングトルク）を発生させることができ、車両１の直進
安定性を向上させることができる。
　また、ステアリングホイール１１を介して外乱による前輪２の転舵を感知したドライバ



(16) JP 6270251 B1 2018.1.31

10

20

30

40

が車両１の進路保持のために修正操舵を行う場合においても、ドライバが修正操舵を開始
する前に出力トルクを低減させて前輪２の垂直荷重を増大させているので、ドライバが修
正操舵を開始したときに前輪２に発生する横力をより大きくすることができる。よって、
修正操舵に対する車両１の挙動の応答性を高めることができる。そのため、余計な修正操
舵を抑制することができ、車両姿勢の安定感や乗り心地を向上することができる。
【００７２】
　上述した実施形態においては、車両用挙動制御装置を搭載した車両１は、駆動輪を駆動
するエンジン４を搭載すると説明したが、バッテリやキャパシタから供給された電力によ
り駆動輪を駆動するモータを搭載した車両についても、本発明による車両用挙動制御装置
を適用することができる。この場合、コントローラ８は、車両１の操舵速度に応じてモー
タのトルクを低減させる制御を行う。
【符号の説明】
【００７３】
　１　車両
　２　前輪
　４　エンジン
　６、６ａ　操舵装置
　８　コントローラ
　１１　ステアリングホイール
　１２　ステアリングシャフト
　１３　電動モータ
　１４、３１　第１舵角センサ
　１６　電磁操舵モータ
　１７　ラックシャフト
　１８　タイロッド
　１９、３５　第２舵角センサ
　２１　アクセル開度センサ
　２２　車速センサ

【要約】
【課題】ドライバの意思を車両の挙動に反映するだけではなく、車両姿勢の安定感や乗り
心地が一層向上するように車両の挙動を制御する。
【解決手段】車両用挙動制御装置は、ステアリングホイール側機構と車輪側機構とが機械
的に分離されたステアバイワイヤ式の操舵装置６と、操舵装置６における操舵速度が０よ
り大きい所定の閾値以上になったとき、操舵速度に応じて車両１の駆動力を低減させる駆
動力低減制御を実行するコントローラ８と、を有する。操舵装置６は、ステアリングホイ
ール側機構に設けられた第１舵角センサ１４と、車輪側機構に設けられた第２舵角センサ
１９とを備え、コントローラ８は、第１舵角センサ１４の出力と第２舵角センサ１９の出
力との和に応じた操舵速度に基づき、駆動力低減制御を実行する。
【選択図】図５
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【図３】

【図４】 【図５】



(18) JP 6270251 B1 2018.1.31

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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